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➢ 本計画は、こども基本法に基づく「市町村こども計画」として位置付け、大阪市におけるこども施策を総合的に推
進するため、こども大綱及び（仮称）大阪府子ども計画を勘案して策定します。

➢ 本計画は、「大阪市こども計画」とし、次の各法令に基づくこどもに関する計画を一体のものとして策定します。

・ 子ども・若者育成支援推進法第9条第2項に基づく市町村子ども・若者計画
・ 次世代育成支援対策推進法第8条に基づく市町村行動計画
・ 子どもの貧困対策の推進に関する法律第9条第2項に基づく市町村計画
・ 子ども・子育て支援法第61条第1項に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画

➢ 我が国における急速な少子化の進行等をふまえ、次代の社会を担うこどもが健やかに生まれ、かつ、育成される環
境の整備を図るため、平成15年に次世代育成支援対策推進法が制定されました。この法律のもと、市町村は「市
町村行動計画」の策定が義務づけられ、大阪市では、「大阪市次世代育成支援行動計画」（前期：平成17～21
年度、後期：平成２２～26年度）を策定し、こども・子育て支援にかかる施策を推進してきました。

➢ 平成24年には子ども・子育て支援法をはじめとする子ども・子育て関連３法が成立し、平成27年度から「市町村
子ども・子育て支援事業計画」の策定が義務づけられたことを受け、大阪市では、「市町村子ども・子育て支援事
業計画」及び「市町村行動計画」を一体のものとして「大阪市こども・子育て支援計画」（第１期：平成27～31年
度、第２期：令和2～6年度）を策定し、包括的な視野から総合的なこども・青少年や子育て支援に関する施策を推
進してきました。

➢ 令和5年4月には、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な法である「こども基本
法」が施行され、同年12月には、少子化社会対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱、子供の貧困対策の推進
に関する大綱を一つに束ね、こども施策に関する基本的な方針等を定めた「こども大綱」が閣議決定されました。
「こども基本法」第10条においては、市町村は「こども大綱」及び「都道府県こども計画」を勘案して「市町村こど
も計画」を策定する努力義務が課せられています。

（仮称）大阪市こども計画策定の背景・趣旨

計画の趣旨（計画策定の根拠となる法律）

策定の背景
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【少子化対策】 【こども・子育て支援】 【次世代育成支援・その他】

平成15年
(2003)

平成16年
(2004)

平成21年
(2009)

平成22年
(2010)

平成24年
(2012)

平成25年
(2013)

平成26年
(2014)

平成27年
(2015)

平成28年
(2016)

平成29年
(2017)

平成30年
(2018)

平成31年
令和元年
(2019)

少子化社会対策基本法
（内閣府）

次世代育成支援対策推進法
（厚労省）

少子化社会対策大綱（内閣府）

子ども・若者育成支援推進法
（内閣府）

子ども・子育てビジョン（内閣府）

子ども・子育て支援関連３法
（内閣府・文科省・厚労省）

少子化社会対策大綱（内閣府）
子ども・子育て支援新制度

本格施行

次世代育成支援対策推進法 延長
（厚労省）

ニッポン一億総活躍プラン（内閣官房）

子育て安心プラン（厚労省）新しい経済政策パッケージ
（内閣府）

働き方改革実行計画
（首相官邸）

結婚や子育てしやすい環境となるよう、社会全
体を見直し、これまで以上に少子化対策の充実
を図る。

全ての若者が持てる能力を生かし自立・活躍できる社
会の実現を総がかりで目指す。

こども・子育て支援等にかかる国の施策

児童福祉法改正（厚労省）
母子健康包括支援センターの全国展開、児童相談所
の体制の強化、里親委託の推進等の措置を講ずる。

女性就業率80％に対応できる約32万人分の保育の受け
皿を整備する。

長時間労働の是正、同一労働同一賃金の実現など
による非正規雇用の処遇改善等に取り組む。

少子高齢化という最大の壁に立ち向うため、「生産性革
命」と「人づくり革命」を車の両輪として取り組んでいく。

新・放課後子ども総合プラン（文科・厚労）
放課後児童クラブと放課後子供教室の計画的整備を推進する

子供・若者育成支援推進大綱（内閣府）

子供の貧困対策に関する大綱
（内閣府・文科省・厚労省）

「希望出生率1.8」の実現に 向けて、希望通りの人数の子供を持てない状況等を改善する。

子ども・子育て支援法改正
（内閣府・文科省・厚労省）

子どもの貧困対策の推進に関する法律
（内閣府・文科省・厚労省）

待機児童解消加速化プラン（厚労省）
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働き方改革を推進するための関係法律
の整備に関する法律（厚労省）

子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、
幼児教育・保育の無償化を実施

経済財政運営と改革の基本方針
（内閣府）

少子高齢化の克服による持続的な経済成長の実現、
「生産性革命」と「人づくり革命」の実現と拡大



【少子化対策】 【こども・子育て支援】 【次世代育成支援・その他】

平成31年
令和元年
(2019)

令和２年
(2020)

令和３年
(2021)

令和４年
(2022)

令和５年
(2023)

令和６年
(2024)

こども・子育て支援等にかかる国の施策

こども大綱（内閣府・こども家庭庁）

少子化社会対策大綱、子供の貧困対策に関する大綱、子供・若者育成支援推進大綱を一つに束ね、こども施策を総合的に推進する。

新・子育て安心プラン（厚労省）

少子化社会対策大綱（内閣府）

経済財政運営と改革の基本方針
2021（内閣府）

こども未来戦略・加速化プラン（内閣府）

「希望出生率1.8」の実現に向けたライフステージごとの総合的対策

４年間で14万人の保育の受け皿整備
①地域特性に応じた支援、②魅力向上を通じた保育士
確保、③地域のあらゆる子育て資源の活用

次元の異なる少子化対策（若い世代の所得を増やす、社会全体の構造・意識を変える、すべてのこども・子育て世帯を切れ目なく支援する）

次世代育成支援対策推進法
改正・再延長（厚労省）

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置拡充

児童福祉法改正（厚労省）
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児童福祉法・児童虐待防止法
改正（厚労省）

児童虐待防止対策の強化を図るため、児童の権利擁護、児童相談
所の体制強化及び関係機関間の連携強化等の措置を講ずる。

こどもの貧困の解消に向けた対策の推
進に関する法律 （こども家庭庁） ※衆法

名称に「解消」を加え、解消すべきこどもの貧困を具体化

子ども・子育て支援法等改正
（内閣府・文科省・こども家庭庁）

ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化 、
全てのこども ・ 子育て世帯を対象とする支援の拡充 、
共働き ・ 共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置
を講じる

新型コロナウイルス感染症の克服とポストコロ
ナの経済社会のビジョン、少子化の克服

子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきて
いる状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援のた
めの体制強化等を行う

こども基本法（内閣府）

全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進

こども家庭庁設立

全世代型社会保障改革の方針（内閣官房）

現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代が安心できる社会保障制度を構築する（高齢者医療の見直し、保育の受け皿整備、不妊治療の保険適用、男性の育休取得推進）



こども計画

教育振興基本計画
【R4 ～R７】

生涯学習大阪計画
【R4 ～R７】

地域福祉基本計画
【R6～R8】

障がい者支援計画
【R6 ～R11】

第７期障がい福祉計画
【R6 ～R8】

第３期障がい児福祉計画
【R6 ～R8】

健康増進計画
「すこやか大阪21(第3次)」

【R6～R17】
第４次食育推進計画
【Ｒ６～R17】

安全なまちづくり基
本計画
【H14～】

大阪市未来都市
創生総合戦略
【R6～R10】

ひとり親家庭等
自立促進計画
【R2～R6】

社会的養育
推進計画
【R2～R11】

その他関連分野の計画
（読書活動、住宅、
公園、緑化、環境、
スポーツなど）

基本構想

⚫ こども・若者や子育て支援に関する施策を中心に、
次の計画を一体のものとして策定

・ 子ども・若者育成支援推進法に基づく市町村子ども・若者計画
・ 次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画
・ 子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく市町村計画
・ 子ども・子育て支援法に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画

⚫ 関連する他の計画については、整合性を図り、相互
に協力・連携

（仮称）大阪市こども計画の位置づけ（関連計画）

◆本計画の位置づけ（関連計画） 本計画は、こども・若者や子育て支援に関する施策を中心に策定しています。
関連する本市の他の計画に掲げる施策や事業については、各計画を尊重し、これら
の計画との整合性を図りつつ、こども・若者や子育て支援の視点から重点化した施策
や事業を本計画に位置付けています。
本計画及び他の計画に基づく施策や事業の実施にあたっては、めざすべき方向を共
有しながら相互に協力・連携し、全庁的・分野横断的な視野から効果的に推進します。

ひとにやさしい
まちづくり
【H5～】

男女共同参画
基本計画
【R3～R7】

区将来ビジョン

Re-Designおおさか
～大阪市DX戦略～

【R5～R22】
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本計画は、すべてのこども・若者と子育て当事者を対象とし、発達過程の特性と連続性を重視した施策を推進します。

（仮称）大阪市こども計画の計画期間・対象

計画期間

令和７年４月１日から令和12年３月３１日までの５年間

計画の対象

≪本計画における定義≫
こども ：おおむね乳幼児期、学童期及び思春期の者
青少年：学童期から青年期までの者（６歳～おおむね30歳未満）
若 者 ：思春期から青年期の者。事業によっては、40歳未満までのポスト青年期の者も対象（1２歳～40歳未満）

➢ こども基本法における、「こども」とは、「心身の発達の過程にある者」とされており、18歳や20歳といった年齢で必要なサポートが途切れないよう、
こどもや若者がそれぞれの状況に応じて社会で幸せに暮らしていけるように支えていくことを示したものであり、こどもが、若者となり、おとなとして円
滑な社会生活を送ることができるようになるまでの成長の過程にある者を指している。

➢ こども基本法に基づく「市町村こども計画」として策定する本計画では、上記こども基本法における「こども」を計画の範囲としつつ、各施策における
用語の定義を次のとおりとする。

 0歳  6歳  12歳  15歳  18歳 40歳

こども

青少年

若者

乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期

30歳

こども
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全国 大阪府 大阪市

←実績Ｉ推計→

(2,329) (93)
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4,763 
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6,095 
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(1)
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（人）
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210
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366 445

530
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792

0
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900

S25 S30 S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22

年少人口（０～14歳） 高齢者人口（65歳以上）

（千人）

←実績Ｉ推計→

計画を取り巻く状況

◆人口総数の推移（全国・大阪府・大阪市との比較） ◆高齢者人口・年少人口の推移と推計（大阪市）

出典：実績値は国勢調査、
推計値は大阪市人口ビジョン、大阪府人口ビジョン、日本の将来推計人口

出典：大阪市計画調整局「大阪市の推計人口年報（令和5年）」

出典：国勢調査、推計値は大阪市人口ビジョン（令和2年）

◆年齢別転入数・転出数（令和4年10月1日～令和5年9月30日）◆15～49歳女性人口（大阪市）

（全国：百万人） （大阪府・大阪市：万人）

出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」

568 

568 
569 

573 

575 
578 

579 
581 582 

583 

618 
617 

616 

618 
620 

623 

625 

622 

614 617 621 

540

560

580

600

620

640
（千人）

（１）人口・出生・世帯等の状況
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1.50
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3.00

3.50

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

図９ 一世帯あたり人員の推移

全国 大阪府 大阪市

2.00 2.14
2.13

1.91

1.75 1.76

1.54

1.42
1.36

1.26

1.39
1.45

1.33

1.261.20

1.81

2.20
2.17
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1.671.69

1.46

1.33

1.31
1.21

1.30
1.39

1.31

1.22
1.19

1.80

2.04
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1.62

1.48

1.59

1.40

1.29
1.23

1.15

1.26
1.26

1.171.10

1.50

1.90

2.30

S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R4 R5
全国 大阪府 大阪市

計画を取り巻く状況

◆出生数の推移（大阪市） ◆合計特殊出生率

◆外国人住民数の推移

出典：大阪市市民局調べ

◆一世帯あたり人員の推移

出典：総務省統計局「国勢調査」

23,228

22,794

21,913

22,949

22,892

23,290

22,738

23,061
22,992

22,763

22,626

21,940

22,351

22,099

21,457

21,115 

20,327

20,152

19,306

18,399

17,795
17,500
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19,500

20,000

20,500

21,000

21,500

22,000

22,500

23,000

23,500（人）
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116 
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110

120
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140

150

160

170

180

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5

（千人）

出典：厚生労働省「人口動態統計」 出典：全国、大阪府は「人口動態統計」、大阪市は大阪市健康局調べ
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計画を取り巻く状況

◆区別の人口の推移
（令和元年10月・令和5年10月比較）

◆区別の人口増減率
（令和元年10月・令和5年10月比較）

108,724

193,399

126,563

153,414

120,585

110,457

111,480

167,815

90,826

129,508

83,495

176,790

181,983

96,066

74,725

80,800

62,939

80,757

102,733

100,561

65,228

77,636

107,430

136,288

50,000 100,000 150,000 200,000

西成区

平野区

東住吉区

住吉区

住之江区

阿倍野区

鶴見区

城東区

旭区

生野区

東成区

東淀川区

淀川区

西淀川区

浪速区

天王寺区

大正区

港区

西区

中央区

此花区

福島区

都島区

北区

令和元年10月
（人）

105,782

186,843

127,880

152,088

117,159

111,565

111,533

167,409

89,200

126,789

85,871

176,134

185,709

95,865

81,855

85,291

59,465

79,656

110,780

113,954

64,050

81,975

108,441

145,226

50,000 100,000 150,000 200,000

西成区

平野区

東住吉区

住吉区

住之江区

阿倍野区

鶴見区

城東区

旭区

生野区

東成区

東淀川区

淀川区

西淀川区

浪速区

天王寺区

大正区

港区

西区

中央区

此花区

福島区

都島区

北区

令和5年10月（人）

出典：大阪市都市計画局調べ

＋10.0％以上

＋5.0％ 以上～ ＋10.0％未満

±0.0%以上～ ＋5％未満

－3.0％ 以上～ ±0.0％未満

－6.0％ 以上～ －3.0％未満

西淀川区

淀川区

東淀川区

旭区

都島区

北区

福島区

此花区

港区

西区
中央区

城東区
鶴見区

東成区

天王寺区浪速区

大正区
西成区

住之江区

生野区

平野区
東住吉区

住吉区

阿倍野区
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3.3 3.9

7.5
10

12.4
10.1

7.3
10.2

4.3
2.3 2

10.9

15.8

8.4 7.4
10.7

9.6
10

8.6

4.8

8

3
1.2 1.4

7.4

19.7

30.2

20.9

10.5

5.5
3.6

2.3 1.2 1.6 0.6 0.5 0.2

7.1

16.116.4

10.6
10.1 7.6 7.3 6.7

4
5.5

1.6 1.6 1

9.4

18.5

0

10

20

30

200万円未満 200万円～

300万円未満

300万円～

400万円未満

400万円～

500万円未満

500万円～

600万円未満

600万円～

700万円未満

700万円～

800万円未満

800万円～

1,000万円未満

1,000万円～

1,200万円未満

1,200万円～

1,500万円未満

1,500万円以上 わからない 無回答

ふたり親世帯

(n=19,308)

父子世帯

(n=513)

母子世帯

(n=2,720)

その他世帯

(n=631)

20

23.5

24.7

27.5

27.3

27.7

28.6

48.9

48.1

50.1

46.7

43.6

41

34.7

4.9

6.2

5.1

4.3

4.9

4.6

5.9

8.5

7.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１０代(n=556)

２０～２３歳

(n=2,107)

２４～２６歳

(n=3,329)

２７～３０歳

(n=5,747)

３１～３４歳

(n=4,357)

３５～３９歳

(n=2,187)

４０歳以上

(n=427)

勤め（常勤・正規職員）
勤め（パート、アルバイト、非正規職員で１か所に勤務）
勤め（パート、アルバイト、非正規職員で複数か所に勤務）
自営業・家業
その他の就業形態

（２）こどもや青少年を取り巻く状況

• ふたり親世帯は500万円～600万円未満の世帯が最も多いのに対し、父子世帯は300万円～400万円未満、母子世帯は200万円未満が最も
多くなっている。

• 若年で親になった世帯は正規群の割合が低い。
• 学習理解度については、困窮度が増すにつれて「よくわかる」「だいたいわかる」の割合が低くなり、「あまりわからない」「ほとん

どわからない」の割合が増える。

➡世帯の経済状況や生活状況が、こどもの生活や学習環境、学習理解度に影響を与えており、ひとり親家庭（特に母子世帯）については、
生活の困難さがある。

（資料）大阪市こどもの生活に関する実態調査（令和5年）

世帯構成別に見た、収入の状況（小５・中２のいる世帯）

初めて親となった年齢別の就労状況
（小5・中２のいる世帯）（母親が回答者） 学習理解度

①こどもの貧困

34.1

24.7

19.4

18.6

52.5

56.3

59

53.5

9

12.7

15.7

18.6

1.5

2.7

2.6

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央値以上

(n=8,502)

困窮度Ⅲ

(n=5,081)

困窮度Ⅱ

(n=877)

困窮度Ⅰ

(n=2,524)

よくわかる だいたいわかる

あまりわからない ほとんどわからない

計画を取り巻く状況
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• 全国学力・学習状況調査について、小学校においてはほぼ全国水準に達しているものの、中学校では依然として全国水準に
達していない。

（資料）各年度「全国学力・学習状況調査」

Ａ問題：主として「知識」に関する問題、Ｂ問題：主として「活用」に関する問題
※ 令和元年度より一体的に出題する形になったため、令和元年度以降はＡ・Ｂの区分なし
※ 全国の平均正答率を１としたときの大阪市の割合を「対全国比」として表示
※ 令和2年度調査は新型コロナウイルス感染症に係る学校教育への影響等を考慮し実施せず

②学力

0.94
0.94

0.93

0.98 0.98

0.97

0.95

0.91

1.00

0.98

0.98

0.99

0.89

0.91

0.93

0.95

0.97

0.99

1.01

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R3 R4 R5

平均正答率の全国との差の変化（小学校）

国語Ａ 国語Ｂ

算数Ａ 算数Ｂ

国語 算数

0.95

0.97

0.91

0.95

0.94

0.89

0.94

0.96

0.94

0.96

0.95

0.97

0.96

0.89

0.91

0.93

0.95

0.97

0.99

1.01

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R3 R4 R5

平均正答率の全国との差の変化（中学生）

国語Ａ 国語Ｂ

数学Ａ 数学Ｂ

国語 数学

計画を取り巻く状況
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（資料）各年度「全国学力・学習状況調査」

③規範意識・社会性

47%

40%

50%

46%

46%

48%

35%

36%

7%

10%

10%

12%

1%

2%

5%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1全国

R1大阪市

R5全国

R５大阪市

学校に行くのは楽しいと思いますか（小学校）

当てはまる どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

67%

65%

43%

38%

29%

30%

39%

39%

3%

4%

12%

15%

1%

1%

5%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1全国

R1大阪市

R5全国

R5大阪市

学校に行くのは楽しいと思いますか（中学校）

当てはまる どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

75%

74%

75%

74%

21%

21%

21%

21%

3%

4%

3%

3%

1%

2%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1全国

R1大阪市

R5全国

R5大阪市

人の役に立つ人間になりたいと思いますか（小学校）

当てはまる どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

71%

67%

72%

73%

23%

26%

23%

22%

4%

5%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1全国

R1大阪市

R５全国

R５大阪市

人の役に立つ人間になりたいと思いますか（中学校）

当てはまる どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

• 「学校に行くのは楽しい」と答えた割合が小学校・中学校ともに全国平均より低い傾向にある。
• 令和5年度全国学力・学習状況調査において、 「人の役に立つ人間になりたい」と答えた割合は、中学校では全国平均を上

回ったが、小学校では依然として全国平均より低い。

計画を取り巻く状況
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（資料）各年度「全国学力・学習状況調査」

④自己肯定感

39%

34%

43%

44%

42%

40%

41%

37%

13%

17%

11%

12%

5%

8%

5%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1全国

R1大阪市

R5全国

R5大阪市

自分には、よいところがあると思いますか（小学校）

当てはまる どちらかといえば、当てはまる
どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

29%

25%

37%

37%

45%

42%

43%

42%

19%

23%

14%

14%

7%

10%

6%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1全国

R1大阪市

R5全国

R5大阪市

自分には、よいところがあると思いますか（中学校）

当てはまる どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

66%

63%

61%

61%

18%

18%

21%

19%

9%

11%

10%

10%

7%

9%

8%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1全国

R1大阪市

R5全国

R5大阪市

将来の夢や目標を持っていますか（小学校）（大阪市）

当てはまる どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

45%

43%

39%

39%

26%

24%

27%

25%

18%

18%

20%

21%

12%

15%

13%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1全国

R1大阪市

R５全国

R５大阪市

将来の夢や目標を持っていますか（中学校）

当てはまる どちらかといえば、当てはまる
どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

• 令和5年度全国学力・学習状況調査の結果、「自分によいところがあると思う」と答えた割合は、小学校・中学校ともに令和元年度
調査結果より高くなっており、全国平均と大差ない結果となっている。

• 「将来の夢や目標を持っている」と答えた割合は、小学校・中学校ともに令和元年度調査より低くなっている。（全国も同傾向）

計画を取り巻く状況
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④自己肯定感

31%

22%

22%

39%

39%

37%

13%

15%

20%

15%

16%

19%

3%

9%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H25

H30

R5

将来の夢をお持ちですか（15～39歳）（大阪市）

将来の夢がある

ぼんやりとしたものだが将来の夢がある

以前は将来の夢があったが今はない

将来の夢はまだない

無回答

2%

21%

11%

36%

30%

1%

21%

15%

37%

25%

1%

18%

22%

38%

21%

2%

20%

23%

36%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答

将来の夢はまだない

以前は将来の夢があった

が今はない

ぼんやりとしたものだが

将来の夢がある

将来の夢がある

将来の夢をお持ちですか（15～39歳・年齢別）

（令和5年・大阪市）

30～39歳 25～29歳 20～24歳 15～19歳

（資料）各年度「大阪市こども・若者（次世代）育成支援に関する若者意識調査」

• 大阪市次世代育成支援に関する若者意識調査において、市内在住の15歳から39歳までの若者に対し将来の夢が有無について聞いた
ところ、「将来の夢がある」「ぼんやりとしたものだが将来の夢がある」と答えた割合は低くなっており、「以前は将来の夢が
あったが今はない」と答えた割合が高くなっている。

計画を取り巻く状況
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⑤基本的生活習慣

（資料）各年度「全国学力・学習状況調査」

87%

83%

84%

81%

9%

11%

10%

11%

4%

5%

5%

6%

1%

1%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1全国

R1大阪市

R5全国

R5大阪市

朝食を毎日食べていますか（小学校）

当てはまる

どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない

当てはまらない

82%

76%

79%

74%

11%

13%

12%

14%

5%

8%

6%

8%

2%

3%

3%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1全国

R1大阪市

R5全国

R5大阪市

朝食を毎日食べていますか（中学校）

当てはまる

どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない

当てはまらない

• 令和5年度全国学力・学習状況調査において「朝食を毎日食べている」と答えた割合は、全国・大阪市ともに令和元年度より低く
なっており、大阪市においては、全国平均より低い傾向にある。

計画を取り巻く状況
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（資料）大阪市教育委員会事務局調べ

4,752 

9,125 

16,628 

22,046 20,855 

19,327 

20,938 
22,395 

23.1

36.6

49.1
66.0

75.8 66.5

79.9

89.1

16.6 31.7

51.6

70.3

85.8 90.3

108.1

132.0

41.9

80.8

146.4

192.3

181.8
168.7

183.6

197.6

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

15.0

55.0

95.0

135.0

175.0

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

（小学校）いじめ認知件数

大阪市件数 全国 大阪府 大阪市

（件） （件）

894 869 

1,224 

1,114 

1,368 

959 

1,012 

1,274 

17.1
20.8

24.0

29.8 32.8

24.9 30.0

34.3

9.9

14.0
17.2

19.4

25.8
25.4

32.5

42.3

16.3

16.1
23.5

21.9 27.0

18.8 19.5

24.8

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

（中学校）いじめ認知件数

大阪市件数 全国 大阪府 大阪市

（件） （件）

※棒グラフは件数、
折れ線グラフは
在籍比率

⑥いじめ・不登校

608 

742 817 

1,020 1,033 

1,369 

1,673 

1,866 

0.42 0.48
0.54

0.70

0.83

1.00

1.30

1.70

0.46 0.54
0.58

0.70 0.79

1.05

1.46

1.70

0.54
0.66

0.72

0.89 0.90

1.19

1.47

1.65

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

（小学校）不登校数

大阪市人数 全国 大阪府 大阪市

（件） （件）

2,497 

2,649 

2,680 

2,683 

3,084 

3,306 

3,934 

4,430 

2.83
3.01 3.25

3.65 3.94 4.09

5.00

5.98

3.24 3.42 3.55 3.68
4.05 4.43

5.35
6.17

4.55 4.93 5.14 5.28

6.11 6.48

7.59

8.62

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

（中学校）不登校数

大阪市件数 全国 大阪府 大阪市

（件） （件）

※棒グラフは件数、
折れ線グラフは
1,000人あたりの比率

• いじめの認知は、学校における認知が進んだ結果、大阪市の小学校における認知件数は増加傾向にあり、児童生徒1000人あたりの
比率については、全国、大阪府よりも高くなっている。なお、中学校については、全国、大阪府より低い比率となっている。

• 不登校児童の在席比率は年々伸びており、中学校では全国、大阪府と比べ、高い数値となっている。

計画を取り巻く状況
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（資料）就業構造基本調査（大阪市計画調整局）を基に作成

⑦若者の就労

211
201

185 178

151
147

138
160

167
151 153

72 73 72 68 54 60 54 63 63 56 59

34%

36%

39% 38%

36%

41%
39% 39%

38% 37%
39%

30%

35%

40%

45%

0

50

100

150

200

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

若者の完全失業者数（大阪府）

総数 若者（15～34歳） 若者（15～34歳）の割合

（千人）

10.5%

9.1%

7.2%
5.7%

3.6%

3.7%

8.6%

7.3%
8.2%

6.6%

3.1%

3.8%

3.1%

9.0%

12.8%

5.0%

8.8%

3.5%
4.1%

2.0%

6.5%

1.0%

3.0%

5.0%

7.0%

9.0%

11.0%

13.0%

15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～59 60歳以上

離職率（大阪市）

H24 H29 R4

（資料）大阪の就業状況（大阪府総務部）

• 大阪府の完全失業者数の割合を見ると、約4割が若者（15～34歳）となっている。
• 令和4年の就業構造基本調査の結果を見ると、20～24歳の離職率は下がったものの、15～19歳、25～29歳の離職率が上がっている。

計画を取り巻く状況
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（３）子育てに関する状況

• 大阪市における未受診妊婦数は平成25年の112人をピークに、年によって増減を繰り返しながらも減少傾向となっている。
• 大阪府調査によると、未受診の理由は、全体では「知識の欠如」が最も多く、次いで「妊娠への認識の甘さ」「経済的問題」

が多くなっている。10歳代妊産婦については、「知識の欠如」に次いで、家族に言えずどうしていいいのかわからなかったな
ど「妊娠の事実の受容困難」が高くなっている。

全体と10歳代妊産婦の未受診の理由（大阪府）

（資料）大阪府「未受診や飛び込みによる出産等実態調査」（令和5年度）

44,669 45,497 
46,150 47,623 

48,821 50,062 

51,271 52,804 54,302 55,000 55,189 55,093 55,389 2,639 
2,688 2,618 

2,485 
2,502 

2,611 
2,155 

2,295 
2,884 2,361 2,089 2,341 2,451 664 

287 224 217 
273 

325 

65 
28 20 14 4 4 2 

0

200

400

600

800

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
在籍児童数 利用保留数 待機児童数

※平成30年度より厚生労働省新基準により集計
（資料）大阪市こども青少年局調べ

①未受診妊婦

②待機児童

保育所等利用待機児童数等の推移（大阪市）

49
52

50
66

91
83

69
84

82
110

112
61

0 20 40 60 80 100 120

R5
R4
R3
R2

R元
Ｈ30
Ｈ29
Ｈ28
Ｈ27
Ｈ26
Ｈ25
Ｈ24

妊産婦健康診査の未受診妊婦数（大阪市）

26.0 

18.2 17.8 

11.2 
9.5 8.3 

5.4 
3.7 

38.9 

8.3 

13.9 

22.2 

8.3 

2.8 
5.6 

0.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

（%）

全体

10代妊産婦

• 待機児童数は年々減少し、令和6年4月1日時点では2人となっている。
• 一方で、利用保留児童数については、令和4年に一旦減少したものの、令和5年、令和6年は再び増加傾向となっている。

計画を取り巻く状況

（資料）大阪府「令和5年未受診や飛び込みによる出産等実態調査」（令和5年度）
※大阪市内訳別途確認
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25

50
56

61

78
67

49 51
58

51

36
44

52 49 52 54 57
49 50

10

30

50

70

児童虐待による死亡事例（心中以外の虐待死）の推移（全国）

社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会の検証結果
（人）

（資料）全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料（厚生労働省・こども家庭庁）

70 83 96 133 153 
240 375 

482 518 634 803 747 788 913 871 

1,606 

1,976 
2,238 

2,823 

3,193 

4,554 

4,664 

6,020 

5,485 

6,316 

6,523
6,239 6,136

6,319 6,293

1,961 

2,722 

4,102 

5,352 

6,932 
11,631 

17,725 23,274 

23,738 

26,569 

33,408 

34,472 
37,323 

40,639 

42,664 

44,211 56,384 

59,919 66,701 

73,765 
88,931 

103,286 

122,578 

133,778 

159,850 

193,780

205,044

207,660

219,170

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

大阪市 全 国

(注）平成29年度の虐待相談件数の減少は、厚生労働省に件数計上の基準について改めて確認し、その基準の解釈に合わせたためである。

大阪市件数 全国件数大阪市こども相談センターにおける児童虐待相談の年度別推移

（資料）大阪市こども青少年局調べ

③児童虐待

• 大阪市こども相談センターで対応した児童虐待相談件数は増加傾向にあり、令和4年度は6,319件となっている。
• 全国的な調査結果では、こどもの生命が奪われるといった重大な児童虐待が毎年発生している。

計画を取り巻く状況
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30.85

51.27

72.63

72.51

73.87

75.55

32.63

21.66

10.39

9.94

7.9

7.29

11.86

9.73

8.33

8.33

9.23

7.9

24.66

17.34

8.65

9.22

9.0 

9.26

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R11

R6

R5

R4

R3

R2 児童養護施設等

グループホーム

ファミリーホーム

里親

• 刑法犯少年の検挙・補導人員は、令和3年以降増加に転じている。

（資料）大阪の少年非行（大阪府警）

犯罪少年：犯罪行為をした14歳以上の少年

触法少年：刑罰法令にふれる行為をした14歳未満の少年

少年の占める割合：刑法犯で検挙（成人を含む）又は補導した人員のうち、

少年の占める割合
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%
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25.0%

30.0%

0
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2000
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7000

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

刑法犯少年の検挙・補導人員の推移（大阪府）

犯罪少年（14歳以上） 触法少年（14歳未満）

（人）

大阪市措置児童の入所先と計画数値

※目標値については、
「大阪市社会的養推進計画（令和２年３月）」にて設定（資料）大阪市こども青少年局調べ

実績

目標

④社会的養護

⑤こどもの犯罪・交通事故

• 大阪市において、社会的養護が必要なこどもの受け入れ先は、児童養護施設が中心となっている。

計画を取り巻く状況
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（資料）大阪の交通白書（令和5年版）（大阪府警）

（資料）大阪の少年非行（大阪府警）
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H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

特別法犯少年の検挙・補導人員の推移（大阪府）

（大麻取締法・覚せい剤取締法）

大麻取締法 覚せい剤取締法

（人）

90

107
128 121

160

177

151

167

198

153

88

104

123
113 118

147

124

148
139

113

55 52

82 74

120

103 102 95

127
118

40

90

140

190

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

児童ポルノの検挙状況の推移（大阪府）

検挙件数 検挙人員 被害児童数

（件・人）

4 7 2 1 5 3 1 1 5 1 

1,837 1,581 
1,472 

1,334 1,235 
1,090 

851 890 914 
961 

3,133 2,706 2,573 
2,567 

2,311 
2,070 

1,498 1,527 1,575 
1,647 

0

2
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8

0

1,000

2,000

3,000

4,000

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

大阪府のこども（15歳以下でかつ中学生以下）の交通事故発生件数

死者数 件数 負傷者数

（人） （人）

⑤こどもの犯罪・交通事故

• 大麻取締法・覚せい剤取締法により検挙・補導された少年の数及び児童ポルノの検挙件数・被害児童数は増加傾向となって
いる。

• 大阪府のこどもの交通事故発生件数及び負傷者数は、令和2年まで減少傾向であったが、令和3年以降増加に転じている。

計画を取り巻く状況
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こども・子育て支援に関するニーズ等調査の概要
次期「こども計画」を策定するにあたり、こども・子育て支援などに関する施策の必要量や施策に対する意向

を把握するために就学前児童、就学児童の保護者を対象にした調査を実施し、また、若者がおかれている状況や
今後の展望について正確にとらえることが必要であると考え、若者の生活実態や将来の生活設計に関する意識に
ついて若者を対象にした調査を実施し、計画策定の基礎資料とするものである。

実施調査

大阪市こども・子育て支援に関するニーズ調査
大阪市こども・若者育成支援

に関する若者意識調査就学前児童用 就学児童用

対象者

市内に在住する就学前児童（0～5歳
児）の保護者

市内に在住する就学児童（小学1年
生～3年生）の保護者

市内に在住する15歳から39歳ま
での若者

住民基本台帳等から無作為抽出した
48,000人
（ただし、きょうだいで抽出された
家庭については、複数の調査票が届
かないよう調整したため、調査票送
付数については、46,693通）

住民基本台帳等から無作為抽出し
た12,000人
（ただし、きょうだいで抽出され
た家庭については、複数の調査票
が届かないよう調整したため、調
査票送付数については、11,913
通）

住民基本台帳等から無作為抽出し
た12,000人

調査方法 調査対象者に調査票を郵送により配付し、郵送及びWEB併用で回収

調査期間 令和５年11月30日～12月27日

回収状況

有効回答数 20,583人
（有効回答率 44.1％）

有効回答数 5,262人
（有効回答率 44.2％）

有効回答数 2,655人
（有効回答率 22.1％）

【内訳】
郵送： 9,893人（21.2%）
WEB：10,690人（22.9%）

【内訳】
郵送：2,816人（23.7%）
WEB：2,446人（20.5%）

【内訳】
郵送：1,170人（ 9.7%）
WEB：1,485人（12.4%）

（平成30年調査）
調査対象数 48,000人
有効回答数 19,739人

（有効回答率 44.7％）

（平成30年調査）
調査対象数 12,000人
有効回答数 5,359人

（有効回答率 45.0％）

（平成30年調査）
調査対象数 5,000人
有効回答数 1,126人

（有効回答率 22.5％）
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33.2 

26.9 

12.8 

9.8 

26.6 

24.0 

2.6 

2.0 

21.4 

33.4 

1.5 

2.2 

1.9 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5(n=20,467)

H30(n=18,948)

フルタイムで就労しており産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイトなどで就労しており産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイトなどで就労しているが産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

75.2%

62.7%

➢ 母親の現在の就労状況については、「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が33.2％で最も多く、
次いで「パート・アルバイトなどで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が26.6％となっている。

➢ 平成30年調査の結果に比べ、フルタイム、パート・アルバイトなど就労（育児・介護休業中含む）している割合が高くなって
いる。（平成30年:62.7％、令和5年：75.2％）

➢ こどもの年齢別でみると、「フルタイムで就労しているが産休・育休・介護休業中である」は０歳（36.4％）で最も高くなっ
ている。

●母親就労状況（R5-H30比較）

33.2 

19.7 

35.0 

36.6 

36.1 

12.8 

36.4 

12.0 

10.0 

5.9 

26.6 

13.6 

21.4 

25.0 

33.2 

2.6 

4.4 

3.2 

2.5 

1.9 

21.4 

23.3 

25.5 

22.7 

19.0 

1.5 

0.7 

1.4 

1.3 

1.9 

1.9 

1.7 

1.4 

2.0 

2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

(n=20,467)

０歳

(n=3,512)

１歳

(n=3,343)

２歳

(n=3,278)

３歳以上

(n=10,140)

フルタイムで就労しており産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイトなどで就労しており産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイトなどで就労しているが育児・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

●母親就労状況（R5 年齢別）

こども・子育て支援に関するニーズ調査（就学前児童）①
母親の就労状況
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定期的な幼稚園や保育所等の利用状況

➢ こどもを預かる施設やサービスの平日での定期的な利用状況については、「利用している」が78.4％、「利用していない」が
21.3％となっている。

➢ こどもの年齢別でみると、「利用している」は年齢が上がるほど高くなり、３歳以上で97.8％と高くなっている。
➢ 平成30年調査の結果に比べ、「利用している」割合は、全体で5.6ポイント高くなり、０歳で3.5ポイント、１歳で10.8ポイント、

２歳で11.8ポイント高くなっている。
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31.6

65.7

80.7

97.8

21.3 

68.3

34.0 
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1.9

0.3 

0.1

0.3

0.1

0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

(n=20,583)

0歳

(n=3,526)

1歳

(n=3,353)

2歳

(n=3,290)

3歳以上

(n=10,218)

利用している 利用していない 無回答
令和5年調査

72.8

28.1

54.9

68.9

97.1

26.2

71.1

44.2

30.4

2.1

0.9

0.9

0.9

0.8

0.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

(n=19,739)

0歳

(n=3,448)

1歳

(n=3,250)

2歳

(n=3,177)

3歳以上

(n=9,221)

利用している 利用していない 無回答

平成30年調査

こども・子育て支援に関するニーズ調査（就学前児童）②
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子育ての楽しさや負担感

➢ 子育てを楽しいと感じるかについては、「楽しいと感じる」が46.7％で最も多く、次いで「少し楽しいと感じる」が34.1％で、
両者をあわせた『楽しいと感じる』は80.8％となっている。

➢ 平成30年調査の結果と比べ、 『楽しいと感じる』が3.3ポイント高くなっている。

46.7 

38.9 

34.1 

38.6 

14.5 

16.9 

2.6 

3.7 

1.0 

1.0 

1.1 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5
(n=20,583)

H30
(n=19,739)

楽しいと感じない
あまり楽しいと感じない

楽しいと感じる 無回答少し楽しいと感じる どちらとも思わない

➢ 子育てをつらいと感じるかについては、「どちらとも思わない」が29.9％で最も多く、次いで「あまりつらいと感じない」が
26.4％で、「つらいと感じない」（25.6％）と「あまりつらいと感じない」をあわせた『つらいと感じない』は52.0％となっ
ている。

➢ 平成30年調査の結果に比べ、『つらいと感じない』が2.2ポイント増えている。（H30：49.8%、R5：52.0%、）

25.6 

21.7 

26.4 

28.1 

29.9 

32.3 

12.9 

13.4 

3.9 

3.3 

1.2 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5
(n=20,583)

H30
(n=19,739)

つらいと感じない あまりつらいと感じない どちらとも思わない
無回答少しつらいと感じる

つらいと感じる

●子育てを楽しいと感じるか（ R5－ H30 比較）

●子育てをつらいと感じるか（ R5－ H30 比較）

こども・子育て支援に関するニーズ調査（就学前児童）③

80.8%

80.8%

52.0%

49.8%
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93.9

88.0

84.8 

4.6

6.8

13.3 

1.7

5.2

1.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H25

H30

R5

ある ない 無回答

子育てや教育についての相談先

➢ 子育てや教育について気軽に相談できるところの有無については、「ある」が84.8％、「ない」が13.3％となっている。
➢ 平成25年調査、平成30年調査と比べ、「ある」の割合が徐々に低くなっている。

●子育てや教育について、気軽に相談できるところはあるか（R5－ H30－H25 比較）

こども・子育て支援に関するニーズ調査（就学前児童）④

子育てに対する地域の人や社会からの支え

➢ 子育てが地域の人や社会に支えられていると感じるかについては、「感じる」が57.8％、「感じない」が40.0％となっている。
➢ 平成25年調査、平成30年調査と比べると、支えられていると感じる人の割合が低くなっている。

57.8 

65.6 

67.4 

40.0 

31.6 

31.2 

2.2 

2.8 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5

H30

H25

感じる 感じない 無回答

●地域の人や社会に支えられていると感じるか（R5－H30－H25比較）
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44.2 

42.7 

38.5 

35.5 

34.1 

30.9 

25.1 

21.9 

20.4 

16.5 

14.2 

8.2 

0.8 

45.1 

43.2 

43.3 

33.1 

35.9 

33.8 

25.3 

26.0 

23.5 

19.3 

10.7 

9.0 

1.6 

45.6 

43.0 

44.1 

28.0 

36.0 

36.7 

31.8 

29.0 

24.3 

18.6 

9.5 

8.9 

0.9 

0 10 20 30 40 50 60

買い物や用事などの合間の気分転換に

こどもを遊ばせる場所がない

小さなこどもとの食事に配慮された場所

（店）が少ない

交通機関や建物がベビーカーでの移動

に配慮されていない

自動車の通行が多いにもかかわらず

歩道や信号がない道路が心配

トイレがオムツ替えや親子での利用に

配慮されていない

緑や広い歩道が少ないなど街並みに

ゆとりとうるおいがない

車道と歩道の段差が大きいため

ベビーカーなどでの通行が困難

授乳する場所や必要な設備がない

こどもに手をとられて困っている時

に手を貸してくれる人が少ない

周囲の人がこども連れを迷惑そうに見る

特にない

その他

無回答

R5(n=20,583) H30(n=19,739) H25(n=10,840)

こども・子育て支援に関するニーズ調査（就学前児童）⑤

45.2

42.6

36.6

31.0 

25.3

15.4

15.2

10.5

6.8

6.3

5.9

44.8

34.3

35.3

36.3

22.7

18.5

14.4

9.7

8.5

6.9

4.7

43.0

34.2

27.5

33.8

20.1

14.8

12.0

7.5

6.4

4.7

3.3

0 20 40 60

仕事や自分のやりたいことなど自分の時間が

十分取れないこと

子育てにかかる出費がかさむこと

子育てによる身体の疲れが大きいこと

子育てのストレスなどからこどもにきつくあ

たってしまうこと

住居が狭いこと

子育てに関して配偶者・パートナーの協力が

少ないこと

配偶者・パートナー以外に子育てを手伝って

くれる人がいないこと

配偶者・パートナーと子育てに関して意見が

合わないこと

自分の子育てについて親族、近隣の人、職場

など周りの見る目が気になること

子育てが大変なことを親族、近隣の人、職場

など周りの人が理解してくれないこと

子育てに関して話し相手や相談相手がいない

こと

R5(n=20,583) H30(n=19,739) H25(n=10,840)

➢ 「保護者自身に関する悩み」について、過去の調査結果と比べ、「子育てにかかる出費がかさむこと」などの割合が高くなっ
ている。

➢ 「こどもとの外出時に困ること」について、過去の調査結果と比べ、「交通機関や建物がベビーカーでの移動に配慮されてい
ない」などの割合が低くなっている一方、「自動車の通行が多いにもかかわらず歩道や信号がない道路が心配」の割合が高く
なっている。

●保護者自身に関する悩み（R5 －H30－H25比較） ●こどもとの外出時に困ること（R5－H30－H25比較）
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35.5 

32.3 

41.2 

43.3 

16.8 

11.7 

6.6 

12.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5(n=3,234)

H30(n=3,304)

週１～３日以上利用 利用していない 無回答週４日以上利用

こども・子育て支援に関するニーズ調査（就学児童）①

放課後の居場所を提供する事業
➢ 放課後の居場所を提供する事業の利用状況には、「利用している」が61.5％、「利用していない」が38.2％となっている。
➢ 平成30年調査の結果と比べて、大きな差はみられない。

●放課後の居場所を提供する事業の利用状況（R5-H30比較）

●児童いきいき放課後事業の平日の利用頻度（R5-H30比較）

➢ 児童いきいき放課後事業の平日の利用頻度は、平日は「週1～３日利用」が41.2%で最も多く、次いで「週４日以上利用」が35.5%と
なっている。「週１～３日利用」と「週４日以上利用」をあわせた『利用している』が76.7%となっている。

➢ 平成30年調査の結果と比べると、「週4日以上利用」が3.2ポイント高くなっている。

61.5 

61.7 

38.2 

37.7 

0.3 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5(n=5,262)

H30(n=5,359)

利用している 利用していない 無回答

33.8 

27.8 

1.9 

1.3 

40.4 

41.9 

1.0 

0.9 

19.1 

23.9 

2.0 

2.7 

1.9 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5(n=5,225)

H30(n=5,320)

フルタイムで就労しており育児・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが育児・介護休業中である

パート・アルバイトなどで就労しており育児・介護休業中ではない

パート・アルバイトなどで就労しているが育児・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

➢ 母親の現在の就労状況については、「パート・アルバイトなどで就労しており育児・介護休業中ではない」が40.4％で最も多く、次い
で「フルタイムで就労しており育児・介護休業中ではない」が33.8％、「以前は就労していたが、現在は就労していない」が19.1％と
なっている。

母親の就労状況（就学児童）

76.7
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こども・子育て支援に関するニーズ調査（就学児童）②

➢ 放課後の居場所を提供する事業を利用している理由は、「現在就労している」が76.3％で最も多く、次いで「大人がみ
てくれているところで遊ばせたい」が54.1％、「遊びやスポーツなどいろいろな活動ができる」が43.1％となっている。

➢ 平成30年調査の結果と比べると、「現在就労している」が6.9ポイント、「大人がみてくれているところで遊ばせた
い」が4.4ポイント高くなっている。

76.3 

54.1 

43.1 

24.8 

23.2 

19.4 

69.4 

49.7 

45.6 

25.8 

26.9 

19.6 

0 20 40 60 80 100

現在就労している

大人がみてくれているところで遊ばせたい

遊びやスポーツなどいろいろな活動ができる

利用料が適当である

こどもが希望した

異年齢のこどもと交流できる機会がほしい

R5(n=3,234) H30(n=3,304)

(%)

●放課後の居場所を提供する場所を提供する事業を利用している理由（R5-H30上位６項目）

29.6 

21.2 

14.2 

12.8 

8.9 

8.1 

42.9

0 10 20 30 40 50

習い事（英語や習字など）

おやつなど補食の提供

指導内容を工夫する

施設や設備を改善する

朝の利用時間を延長する

夕方の利用時間を延長する

特になし

R5(n=3,234)

(%)

➢ 事業者に希望することは、「特になし」が42.9％で最も多いが、希望することがある人では「習い事（英語や習字など）」
が29.6％で最も多く、次いで「おやつなど補食の提供」が21.2％、「指導内容を工夫する」が14.2％となっている。

●事業者に希望すること（R5上位６項目）

29



情報入手時によく利用するもの
➢ 情報入手時によく利用するものについては、「携帯電話・スマート

フォン」が91.6％で最も多く、次いで「テレビ・ラジオ」が52.7％、
「パソコン」が30.8％となっている。

➢ 平成30年調査の結果と比べると、「テレビ・ラジオ」と「パソコ
ン」の割合が低くなり、「携帯電話・スマートフォン」の割合が高
くなっている。

91.6 

52.7 

30.8 

25.2 

17.4 

10.1 

6.1 

2.3 

1.2 

0.7 

2.5 

88.9 

66.4 

33.7 

24.2 

15.3 

14.0 

11.0 

4.6 

0.4 

0.2 

5.8 

0 20 40 60 80 100

携帯電話・スマートフォン

テレビ・ラジオ

パソコン

本（読書・書籍）

口コミ・伝聞

週刊誌・雑誌・漫画

新聞

ビデオ・ＤＶＤ

その他

特にない

無回答

R5(n=2,655)

H30(n=1,126)

●情報入手時によく利用するもの（R5-H30比較）

➢ 利用したことのあるインターネットサービスについては、「LINE・チャッ
ト・掲示板・メーリングリスト」が88.9％で最も多く、次いで「動画・音
楽の視聴」が86.1％、「ネットショッピング」が82.0%となっている。

➢ 平成30年調査の結果と比べると、「出会い系サイト・マッチングアプリ」
の割合がかなり高くなっている。
（平成30年：8.7%、令和5年：22.6％）

88.9 

86.1 

82.0 

75.2 

72.7 

70.2 

62.8 

62.4 

52.9 

36.4 

24.9 

22.6 

1.2 

0.6 

2.6 

83.9 

81.5 

79.2 

79.4 

72.6 

68.7 

69.4 

58.9 

45.7 

41.7 

30.3 

8.7 

0.4 

0.1 

5.8 

0 20 40 60 80 100

LINE・チャット・掲示板・メーリングリスト

動画・音楽の視聴

ネットショッピング

ニュース

ブログ・Facebook・プロフ・個人のホームページ

チケットの予約・購入

Ｅメール

企業や団体のホームページ

オンラインゲーム

メールマガジン

ネットオークション

出会い系サイト・マッチングアプリ

その他

利用したことがない

無回答

R5(n=2,655)

H30(n=1,126)

(%)

●利用したことのあるインターネットサービス（R5-H30比較）

大阪市こども・若者育成支援に関する若者意識調査（15～39歳）①
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➢ 社会生活や日常生活を円滑に送ることができていなかった経験については、「なかった」が29.8％で最も多く、次いで「どちらかといえばなかっ
た」が26.3％、「あった」が23.7％となっている。「あった」と「どちらかといえばあった」をあわせて37.1％が『経験があった』と回答している。

➢ 平成30年調査の結果と比べると、「あった」と「どちらかといえばあった」をあわせた『経験があった』の割合が高くなっている。（平成30年：
35.6％、令和5年：37.1％）

社会生活や日常生活を円滑に送ることができていなかった経験

23.7 

22.5 

13.4 

13.1 

26.3 

26.9 

29.8 

28.2 

5.5 

3.8 

1.3 

5.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5(n=2,655)

H30(n=1,126)

あった どちらかといえばなかった

どちらかといえばあった

なかった

わからない、答えられない

無回答

●社会生活や日常生活を円滑に送ることができていなかった経験（R5-H30比較）

➢ 社会生活や日常生活を円滑に送ることができていなかった経験があった
と回答した人に、その最大の原因についてたずねると、「不登校」が
16.2％で最も多く、次いで「ニート」が7.4％、「ひきこもり」が5.3％と
なっている。また、「わからない」が28.4％を占めている。

7.4 
5.3 

16.2 

2.7 

38.0 28.4 1.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ニート

ひきこもり

不登校

高校中退

その他 わからない 無回答

●社会生活や日常生活を円滑に送ることができていなかった最大の原因
（R5）

大阪市こども・若者育成支援に関する若者意識調査（15～39歳）②

➢ 現在またはこの１年以内に学校や仕事以外で参加している活動に
ついては、「何もしたことがない」の割合が高くなってきている。

●学校や仕事以外で参加している活動（R5－H30－H25）

73.4 

9.7 

7.7 

3.9 

2.9 

71.0 

10.2 

7.8 

4.7 

4.7 

62.5 

12.0 

13.7 

6.5 

5.0 

0 20 40 60 80

何もしたことがない

スポーツ活動

祭・運動会など地域のイベント

文化・芸術活動（音楽・ダンス等）

町内会、青年団体などの係や役員活動

R5

H30

H25

(%)

37.1

35.6
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56.2 

44.5 

38.5 

34.3 

31.5 

48.0

35.6

46.0

35.2

38.6

0 10 20 30 40 50 60

私生活を犠牲にしてまで、仕事に打ち込むつも

りはない

働かないで暮らしていけるだけのお金があれば

働かずに暮らしたい

やりがいのある仕事について頑張るのは人間に

とって大事なことだ

年齢や勤続年数よりも、能力や実績で地位や給

与が決まる方がよい

学校を卒業したら、早く就職して、親から経済

的に自立すべきだ

R5(n=2,655)

H30(n=1,126)

大阪市次世代育成支援に関する若者意識調査（15～39歳）③

➢ 職業に対する考えについては、平成30年の調査結果と比べると、
「私生活を犠牲にしてまで、仕事に打ち込むつもりはない」の割合が
8.2ポイント高く、「働かないで暮らしていけるだけのお金があれば
働かずに暮らしたい」の割合が8.9ポイント高くなっている。

●職業に対する考え（R5-H30比較）上位５つ

➢ 社会や地域の人のために役に立ちたいと思うかについては、「まあそう思う」が45.5％で最も多く、次いで「そう思う」
が22.3％で、両者をあわせた67.8％が社会や地域の人のために役に立ちたいと考えている。

➢ 平成30年調査の結果と比べると、「そう思う」と「まあそう思う」をあわせての『そう思う』の割合が低くなっている。
（平成30年：69.6％、令和5年：67.8％）

●社会や地域の人のために役に立ちたいと思うか（R5-H30比較）

22.3 

23.6 

45.5 

46.0 

15.1 

15.3 

7.0 

5.2 

9.3 

8.3 

0.9 

1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5(n=2,655)

H30(n=1,126)

そう思う まあそう思う あまりそう
思わない 無回答

そう思わない

わからない

➢ 将来ずっと大阪市に住んでいたいかについては、「住んでいたい」
が49.2％で最も多く、「移り住みたい」は13.3％となっている。

➢ 平成30年調査の結果と比べると、「住んでいたい」「移り住みた
い」が低くなり、「わからない」が高くなっている。

49.2 

50.4 

13.3 

16.3 

2.1 

3.1 

34.8 

29.9 

0.5 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R5
(n=2,655)

H30
(n=1,126)

住んでいたい
移り住みたい

その他 わからない 無回答

●大阪市の継続居住意向（R5-H30比較）

67.8

69.6
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（仮称）大阪市こども計画 基本的な考え方（事務局案）

➢ （仮称）大阪市こども計画の柱建て等の基本構成は、第２期計画を踏襲

➢ 基本理念や重視する視点、まち像、基本方向等の記載については、こども
大綱及び（仮称）大阪府子ども計画等を勘案して改定

基本方向

基本施策

施策

めざすべき目標像

はぐくみ指標

重点施策

施策目標

基本理念
重視する視点

大阪市のまち像

（仮称）大阪市こども計画の構成

計画における10～20年後の最終的にめざすまちの状態

５年を念頭に基本方向によって実現しようとする「大阪市のまち
像」に近づいた状態または寄与する状態

「めざすべき目標像」を客観的に測定できるよう数値化した成
果指標

「はぐくみ指標」の実現のために目標年次までの期間で最も有
効と考えられる方策

「重点施策」の活動量や活動実績を測る指標

（アウトカム指標）

（アウトプット指標）

９月部会

11月部会
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（仮称）大阪市こども計画 基本理念（事務局案）

◆大阪市こども・子育て支援計画（第２期）R2～R6
こども・青少年の笑顔と個性が輝き、子育てに喜びを感じるまち・大阪へ
次代の大阪を担うすべてのこどもや青少年が、人権を尊重され、安全で安心な環境の中で、生きる力をはぐくみながらともに育ち合い、個性や
創造性を発揮し、いきいきと自立できる社会、こどもを生み、育てることに安心と喜びを感じることのできる社会を、市民、団体、企業等と協働し、社
会全体で実現します。

◆大阪市こども・子育て支援計画 H27～H31（前計画から変更なし）
次代の大阪を担うすべてのこどもたちが、安全で安心な環境の中で育ち、豊かな心をはぐくみながら、個性や創造性を発揮し、いきいきと自立
して生きる社会、こどもを生み、育てることに安心と喜びを感じることのできる社会を、市民と協働し、社会全体で実現します。

◆大阪市次世代育成支援行動計画（後期計画）H22～H26
次代の大阪を担うすべてのこどもたちが、安全で安心な環境の中で育ち、豊かな心をはぐくみながら、個性や創造性を発揮し、いきいきと自立
して生きる社会、こどもを生み、育てることに安心と喜びを感じることのできる社会を、市民と協働し、社会全体で実現します。

◆大阪市次世代育成支援行動計画（前期計画）H17～H21

将来の大阪を担う次世代の育成を図るため、すべての子どもが国籍、性別、障害の有無、生まれ、育つ環境に関わらず人権が尊重され、夢や希
望をもって個性や可能性を伸ばすことができる環境の形成や、こどもを生み、育てたいと考えている家庭と子育て家庭をさまざまな形で支援する
ことにより、子育てが喜びとして感じられ、安心してこどもを育てることができる環境の整備を、行政はもとより、家庭と地域社会・児童福祉施設・学
校園・企業等が力を合わせ社会全体として取り組むべく施策を進めていきます。

(仮称)大阪市こども計画（改正案）
こども・若者の笑顔と個性が輝き、子育てに喜びを感じるまち・大阪へ

次代の大阪を担うすべてのこども・若者が、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護
が図られ、安全で安心な環境の中で、生きる力をはぐくみながらともに育ち合い、個性や創造性を発揮し、いきいきと自
立できる社会、こどもを生み、育てることに安心と喜びを感じることのできる社会を、市民、団体、企業等と協働し、社会全
体で実現することにより、誰一人取り残すことなく、すべてのこども・若者が身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸
せな状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現につなげていきます。

これまでの計画の改正履歴

これまでも国の動向や時勢のトレンドに合わせ表現を変更

こども大綱（こどもまんなか社会）
の理念を勘案して変更

※下線が前計画からの改正箇所
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１ こどもの視点を何よりも重視します
施策の推進にあたっては、こどもの幸せを第一に考え、こどもの意見が尊重され、その最善の利益が優先されることが重要です。また、こどもが、適切な
養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られること等を保障される権利をもっていることをふまえたうえで、一人ひとりの個性を大切にし、自ら成長
し、自立していこうとする力を見守り、はぐくむことを重視します。

２ すべてのこども・青少年と子育て家庭が対象です
仕事と子育ての両立支援だけでなく、各家庭の状況に応じた個別支援や、一人ひとりの状況に応じた職業的・社会的自立に向けた支援など、すべての
こども・青少年と子育て家庭を対象として、多様なニーズに柔軟に対応し、利用者の視点に立った総合的な施策の推進を図ります。

３ こども一人ひとりの特性に応じた発達過程を重視します
こども一人ひとりの特性に応じた発達過程をふまえ、効果的な施策を推進します。また、各発達段階は次のステップへの重要な土台となり、積み重ねな
がら成長していくことをふまえ、発達過程の連続性を重視した施策の推進を図ります。

４ 長期的な視野に立って支援します
こどもは社会の一員として、自らの生涯をいきいきと生きていくとともに、次代の親となって家庭を築いたり、社会の将来の発展を担っていきます。こども
の幸せな未来を志向し、幼少期から青年期を通して、自立した社会人への成長を見据えた長期的な視野から支援します。また、急速な少子化に対応す
るため、結婚、妊娠、出産、子育てを支える切れ目のない支援を行い、安心してこどもを生み、育てることができる社会を実現します。

５ 大阪市が持つ市民の力や多様な社会資源を最大限に生かします
大阪市では、子育て経験豊かな市民も多く、これまでも地域のさまざまな団体やボランティア等によりこども・青少年をはぐくむ活動が進められています。
また、市内には社会教育施設や文化・スポーツ施設、大学や専門学校等の教育機関、企業など、大都市ならではの多種多彩な社会資源が集積していま
す。こうした大阪が持つ強みを最大限に生かします。

６ 仕事と生活の調和を可能とする社会を実現します
企業や関係機関等と連携し、働き方を見直し、子育てしながら働きやすい環境づくりを推進し、だれもが就労による経済的自立が可能な社会、健康で
豊かな生活のための時間が確保できる社会、多様な働き方、生き方を選択できる社会を実現します。

７ 社会総がかりでこども・青少年をはぐくみます
保護者が子育ての第一義的責任を有することが前提ですが、こども・青少年は家庭のみならず、学校、地域など社会におけるさまざまな経験や人との
交流を通じて成長していきます。また、家庭はもとより地域や社会から愛され育てられた経験こそが、地域を愛し、社会に貢献しようとする心をはぐくんで
いきます。こども・青少年を健やかにはぐくんでいくため、地域のつながりを一層強め、家庭や学校をはじめ、地域や企業など、社会総がかりで取り組ん
でいきます。

（参考）大阪市こども・子育て支援計画（第2期）～重視する視点～

35



１ こどもの視点を何よりも重視します
施策の推進にあたっては、こどもの幸せを第一に考え、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係するすべての事項に関して意見を表明する機会及
び多様な社会的活動に参画する機会が確保されるとともに、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されることを重視します。

２ すべてのこども・若者と子育て当事者が対象です
仕事と子育ての両立支援だけでなく、、一人ひとりの状況に応じた職業的・社会的自立に向けた支援や、各家庭の状況に応じた個別支援など、すべてのこども・
若者と子育て当事者を対象として、多様なニーズに柔軟に対応し、利用者の視点に立った総合的な施策の推進を図ります。

３ こどもがひとしく健やかに、幸せな状態で成長することを重視します
すべてのこどもが適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長・発達や自立が図られること、その他の福祉に係
る権利が等しく保障されるとともに、教育を受ける機会が等しく与えられることを基本として、こどもの現在と将来が生まれ育った環境によって左右されることなく、
一人ひとりの個性を大切にし、幸せな状態で成長し、自立していこうとする力を見守り、はぐくむことを重視します。

4 こども一人ひとりの特性に応じた発達過程を重視します
こども一人ひとりの特性に応じた発達過程をふまえ、効果的な施策を推進します。また、各発達段階は次のステップへの重要な土台となり、積み重ねながら成長
していくことをふまえ、発達過程の連続性を重視した施策の推進を図ります。

５ 長期的な視野に立って切れ目なく支援します
こども・若者は社会の一員として、自らの生涯をいきいきと生きていくとともに、次代の親となって家庭を築いたり、社会の将来の発展を担っていきます。こども・
若者の幸せな未来を志向し、乳幼児期から青年期を通して、自立した社会人への成長を見据え、こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目
なく長期的な視野から支援します。また、結婚、妊娠、出産、子育てを支える切れ目のない支援を行い、自らの意思で将来を選択し、希望が実現できるよう支援し

ます。

６ 大阪市が持つ市民の力や多様な社会資源を最大限に生かします
大阪市では、子育て経験豊かな市民も多く、これまでも地域のさまざまな団体やボランティア等によりこども・若者をはぐくむ活動が進められています。また、市
内には社会教育施設や文化・スポーツ施設、大学や専門学校等の教育機関、企業など、大都市ならではの多種多彩な社会資源が集積しています。こうした大阪
が持つ強みを最大限に生かします。

７ 仕事と生活の調和を可能とする社会を実現します
企業や関係機関等と連携し、希望するキャリアを諦めることなく、仕事と生活を調和させながら、自分らしく社会生活を送り、将来に見通しを持ち、希望と意欲に
応じて活躍することができる社会を実現します。また、社会全体から支えられ、自己肯定感を持ちながら幸せな状態でこどもと向き合い、子育てに伴う喜びを実感
することができる社会を実現します。

８ 社会総がかりでこども・若者をはぐくみます
保護者が子育ての第一義的責任を有することが前提ですが、こども・若者は家庭のみならず、学校、地域など社会におけるさまざまな経験や人との交流を通じ
て成長し、家庭はもとより地域や社会から愛され育てられた経験こそが、地域を愛し、社会に貢献しようとする心をはぐくんでいきます。また、貧困、虐待、いじめな
ど、こどもや若者を取り巻く様々な不安や課題を早期に発見・対応し、すべてのこども・若者を健やかにはぐくんでいくためにも、家庭、学校園、児童福祉施設、企
業、地域などの社会のあらゆる分野のすべての人々が相互に協力しつつ、一体となって、社会総がかりで取り組んでいきます。

（仮称）大阪市こども計画 重視する視点（事務局案）
➢ 「青少年」を「若者」に置き換えたうえで、こども大綱及び（仮称）大阪府子ども計画等を勘案して改正

追加
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（参考）大阪市こども・子育て支援計画（第2期）～大阪市のまち像～

「人が財産」であることに重点を置いたこども・子育て支援施策を精力的に推進し、
『こども・青少年の笑顔と個性が輝き、子育てに喜びを感じるまち・大阪へ』

１．笑顔がはじけるこ
ども・青少年が、夢を
もち、未来を拓くまち

●豊かな学びや体験がこども・青少年の夢をはぐくむ
大都市・大阪がもつさまざまな文化施設等や多彩な人のつながりなどの貴重な財産を最大限に活用し、豊
かな学びや体験を通して、こども・青少年が夢をはぐくむことができる。

２．子育てに安心と
楽しさを感じることが
できるまち

●身近な地域の中で、子育てに必要な情報や仲間が得られ、必要な支援を受けることができる
身近な場所で出産や子育てについて必要な情報や子育ての仲間を得られる環境、家庭の状況に応じて適切
な支援を受けることができる仕組みが整い、出産や子育てに安心を感じることができる。

●自分らしいライフスタイルを実現し、子育てができる
希望する人が働き続けながら子育てできるなど、多様な働き方や生き方を選択できる社会的な仕組みが整
い、子育てを楽しみ、自らの生活を充実させることができる。

３．こども・青少年や
子育て家庭を、みん
なで見守り、支え合
うまち

●不安や課題を抱える子育て家庭を社会全体で支え、こども・青少年が健やかに育つことができる
地域や関係機関のつながりによって、児童虐待を予防、早期発見・解決する仕組みや気づきを福祉等の適切
な支援につなげる仕組み、家庭での養育を受けることができないこども・青少年を社会全体で支え、はぐくむ
仕組みが整い、健やかに育つことができる。

●安全が守られ、安心して、こども・青少年が社会の中で自立できる
健やかな成長を脅かすさまざまな危険な事象からこども・青少年の安全を守るハード・ソフト両面の仕組みが
整い、伸び伸び成長でき、こども・青少年が困難を乗り越えて、社会の中で自立することができる。
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（仮称）大阪市こども計画 大阪市のまち像（事務局案）

「人が財産」であることに重点を置いたこども施策を精力的に推進し、
『こども・若者の笑顔と個性が輝き、子育てに喜びを感じるまち・大阪へ』

１．笑顔がはじけるこ
ども・若者が、夢をも
ち、未来を拓くまち

●すべてのこども・若者が健やかで心豊かに自立した個人として成長できる
すべてのこども・若者の安全・安心が守られ、どのような家庭環境、経済状況にあっても、こども・若者が分け
隔てなく大切にされ、夢を追い求めることができ、一人ひとりが多様な幸せ（ウェルビーイング）を実感するこ
とができる。

２．こども・若者、子
育て当事者を、みん
なで見守り、支え合
うまち

●不安や課題を抱える子育て当事者を社会全体で支え、こども・若者が健やかに育つことができる
地域や学校・関係機関等が、密接にネットワークを形成し協働しながら、貧困、児童虐待、いじめ等を予防し、
早期発見・対応する仕組みや、気づきを福祉等の適切な支援につなげる仕組み、当事者に寄り添ったプッ
シュ型・アウトリーチ型の支援を届ける仕組み、家庭での養育を受けることができないこども・若者を社会全
体で支え、はぐくむ仕組みが整い、こども・若者が心身ともに健やかに育つことができる。

●安全が守られ、安心して、こども・若者が社会の中で自立できる
こどもの健やかな成長を著しく阻害する有害情報や犯罪被害、事故などからこども・若者の安全を守る仕組
みが整い、すべてのこども・若者が安心して社会の中で自立することができる。

３．子育てに夢を持ち、
子育てに伴う喜びを
実感できるまち

●身近なところで子育てに必要な情報や仲間が得られ、必要な支援を受けることができる
デジタル技術の活用により、子育て当事者が、出産や子育て等の必要な情報に素早く簡単にアクセスし、様々
な行政手続きをストレスなく行うことができ、また、地域で触れ合える機会を創出することにより身近な場所で
子育ての仲間が得られ、家庭の状況に応じて適切な支援を受けることができる仕組みが整い、出産や子育て
に安心を感じることができる。

●自分らしいライフスタイルを実現し、子育てができる
経済的な不安や孤立感を抱いたり、仕事との両立に悩んだり、家庭内において育児負担が偏ることなく、希望
する人が働き続けながら子育てできるなど、多様な働き方や生き方を選択できる社会的な仕組みが整い、過
度な使命感や負担を抱くことなく、健康で、自己肯定感とゆとりを持ってこどもに向き合うことができる。

➢ こども基本法、こども大綱、（仮称）大阪府子ども計画等を勘案した上で、本市各計画や市政運営の基本方
針等における取組や目標から、未来のめざすまち像を考察し記載
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基本方向2 ～学童期・思春期～

こども・若者の「生きる力」を育成し、健やかな成長をサポートする
環境を充実します。

基本方向１ ～こどもの誕生前から乳幼児期まで～

安心してこどもを生み、育てることができ、こどもが心身ともに健や
かに成長できるよう支援する仕組みや環境を充実します。

基本方向３ ～青年期～

若者が自らの意思で将来を選択し、自立できるよう支援します。

（仮称）大阪市こども計画 基本方向（事務局案）

(仮称)大阪市こども計画（改正案）

➢ こども大綱及び（仮称）大阪府子ども計画等を勘案し、こども・若者の視点に立って分かりやすく示すため、「こども
の誕生前から乳幼児期まで」「学童期・思春期」「青年期」のライフステージ別に設定する。

➢ こども・若者の権利や命を守る取組、環境整備など、すべてのライフステージに渡る縦断的な重要事項、子育て当
事者への支援に関する重要事項ついては、別途基本方向を設定する。

基本方向4

すべてのライフステージを通して縦断的に支援します。

基本方向5

子育て当事者が、健康で、自己肯定感とゆとりをもってこどもと向
き合えるよう支援します。

基本方向１
こども・青少年の「生きる力」を育成します

基本方向２
安心してこどもを生み、育てられるよう支援する仕組
みや環境を充実します

基本方向３
こども・青少年や子育て家庭のセーフティネットを確
立します

次代の大阪を担うこどもや青少年が、夢や希望をもって未来
を切り拓き、いきいきと自立して生きることができる力をはぐ
くみます。

自分にあったライフスタイルで、安心と楽しさを感じながら、こ
どもを生み、育てることができるよう、子育て支援の仕組みや
環境を充実します。

すべてのこどもや青少年が安全・安心な環境で育ち、社会
の一員として自立できるよう、こどもや青少年、子育て家庭
が抱えるさまざまな不安や課題に柔軟かつ着実に解決を図
る仕組みを確立します。

第２期計画
（仮称）大阪市こども計画 改正案
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基本方向１：基本施策のイメージ（事務局案）

基本施策 施策 主な取組

（１）安心してこど
もを生み、育てる
ことができる保
健・医療環境の充
実

施策１ 妊娠前から子育て期までの切れ目のない支援を充実します

妊娠健康診査、赤ちゃんへの気持ち質問事
業、４歳児訪問事業、（不妊・不育、予期せ
ぬ妊娠、性に関する相談支援、プレコンセプ
ションケアの推進）

施策２ こどもの健康や安全を守る仕組みを充実します
３か月児・１歳６か月児、３歳児健康診査、こ
ども医療費助成制度

（２）多様な教育・
保育サービスの
充実

施策１ 乳幼児期から生きる力の基礎を着実に育成します

就学前カリキュラムの普及と活用、保育所・
幼稚園・認定こども園と小学校との連携・
接続推進
※幼児教育・保育の無償化は基本方向５

施策２ 多様なライフスタイルで子育てできる保育サービス等を充実しま
す

保育所等の整備、保育人材確保対策、子
育て支援員研修、一時預かり事業、（こども
誰でも通園制度）

施策３ 保育の質を向上します
保育所等の事故防止の取組、保育サービ
ス第三者評価受審促進事業

基本方向１
～こどもの誕生前から乳幼児期まで～

安心してこどもを生み、育てることができ、こ
どもが心身ともに健やかに成長できるよう
支援する仕組みや環境を充実します

自分にあったライフスタイルで、安心してこどもを生み、育てることができ、一人一人のこど
もがかけがえのない個性ある存在として認められ、自己肯定感をもって成長することがで
きるよう、「こどもの育ち」を支援する仕組みや環境を充実します。

めざすべき目標像

➢ 妊産婦や乳幼児と保護者の健康や生命を守る環境が整い、こどもを生みたいときに安心して妊娠・出産することができる。
➢ 乳幼児期までのこどもの育ちを支える良質な環境が整い、生涯にわたる人格形成の基礎を培う乳幼児期までのこどもへの教育・保
育内容が充実している。
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基本方向２ ：基本施策のイメージ（事務局案）

基本施策 施策 主な取組

（１）こども・若者
が自立して生き
る力の育成

施策１ こども一人ひとりの状況に応じた学力向上への取組を充実します
大阪市小学校学力経年調査、中学校統一
テスト、主体的・対話的で深い学び（アク
ティブ・ラーニング）の推進

施策２ 社会で共に生きていく力を育成します
道徳教育の推進、キャリア教育の充実、特
別支援教育の充実、

施策３ 健康や体力を保持増進する力を育成します
こどもの体力向上支援、部活動の改革、学
校における食育の推進

施策４ 成長の糧となる多様な体験や学習ができる機会を充実します
こども夢・創造プロジェクト事業、塾代助成
事業、児童いきいき放課後事業、留守家庭
児童対策事業

施策５ 家庭・学校・地域の連携により教育環境を充実します

保護者や地域住民に開かれた学校園の運
営、開かれた学校運営と教育コミュニティづ
くりの推進、家庭教育に関する情報提供や
学習支援、（校則の見直し）

施策６ 将来を見すえた自主性・自立性を育成します 進路指導の充実

（２）こども・若者
が抱える課題を
解決する仕組み
の充実

施策１ 思春期のこども・若者の健康を守る取組を充実します 健全母性育成事業

施策２ いじめや問題行動の未然防止、早期発見のための仕組みを充実
します

いじめ・問題行動への対応、スクールカウン
セラー、スクールソーシャルワーカーの活用

施策３ 不登校等の問題に適切に対応する仕組みを充実します 不登校等の課題への対応、教育相談事業

基本方向2 ～学童期・思春期～

こども・若者の「生きる力」を育成し、健やか
な成長をサポートする環境を充実します。

次代の大阪を担うこども・若者が、ありのままの自分を尊重しながら、何度でもチャレン
ジしたり、周囲と支え合いながら成長し、夢や希望をもって未来を切り拓くことができる
力をはぐくみます。また、こども・若者が抱える課題を解決する仕組みや、成長をサポー
トする環境を充実します。

めざすべき目標像

➢ すべてのこども・若者が健やかに成長し、自立した個人として自己を確立し、他者とともに次代の社会を担う。
➢ こども・若者が抱える課題を解決する仕組みや、こども・若者の成長を支える環境が整っている。
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基本方向３ ：基本施策のイメージ（事務局案）

基本施策 施策 主な取組

（１）若者の自立
を支援する仕組
みの充実

施策１ 勤労観・職業観を醸成し、社会的・経済的自立を支援します
しごと情報ひろば総合就労サポート事業、
中学校夜間学級における教育の充実

施策２ 社会的自立に困難を抱える若者を支援する取組を充実します 若者自立支援事業、ひきこもり相談

（２）結婚、妊娠・
出産等を希望す
る若者への支援

施策１ 若者が自らの意思で将来を選択し、希望が実現できるよう支援し
ます

新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資
利子補給制度
（不妊・不育、性に関する相談支援、プレコ
ンセプションケアの推進）

基本方向３
～青年期～

若者が自らの意思で将来を選択し、自立
できるよう支援します。

次代の大阪を担う若者が、自分に自信をもち、互いに尊重しながら共に育ちあう中で、
夢や希望をもって自らの個性と創造性を発揮しながら未来を切り拓き、自らの意思で、
社会の一員としていきいきと自立できるよう支援します。

めざすべき目標像

➢ 若者が経済的な不安なく、夢や目標を持って社会とかかわり、持てる能力を発揮していきいきと自立して生きる。
➢ 若者が何度でもチャレンジし、安心して社会とかかわり、自らの意思で将来を選択することができるようサポートする仕組みが整って
いる。
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基本施策 施策 主な取組

（１）虐待の被害
からこども・若者
を守る仕組みの
充実

施策１ 児童虐待の発生を予防し、早期に発見・対応する仕組みを充実
します

児童虐待防止オレンジリボンキャンペーン、こどもを
守る地域ネットワーク機能強化事業、児童虐待ホッ
トライン等の虐待通告・安全確認事業、児童虐待
防止関係機関連携強化事業

施策２ 虐待を受けたこどもへの支援の仕組みを充実します 家族再統合支援事業

（２）社会的養育
を必要とするこど
も・若者の養育環
境の充実

施策１ 里親・ファミリーホームへの委託等を推進します
里親子への一環した支援体制の構築・里親委託
推進事業、小規模住居型自動養育事業（ファミ
リーホーム）、児童福祉施設の小規模化

施策２ 家庭支援及びこども・若者の自立支援の仕組みを充実します
施設対処児童等に対する指導や支援、児童自立
生活援助事業（自立援助ホーム）、就学者自立生
活援助事業

（３）こどもや若者
が抱える課題を
解決するための
仕組みの充実

施策１ こどもの貧困対策を推進します
大阪市こどもサポートネット、こども支援ネットワー
ク事業

施策２ 障がいのあるこどもと家庭への支援を充実します 重症心身障がい児（者）への支援

施策３ 長期にわたり療養を必要とするこどもと家庭への支援を充実し
ます

小児慢性特定疾病児等にかかる相談事業

施策４ 外国につながるこどもと家庭への支援を充実します 子育て支援施設や児童福祉施設における支援

基本方向4
すべてのライフステージを通して縦断的に
支援します。

心身の状況、置かれた環境に関わらず、すべてのこども・若者が幸せな状態で、安全・
安心な環境のもと成長できるよう、こどもや若者、子育て当事者が抱えるさまざまな不
安や課題に柔軟かつ着実に解決を図る仕組みを確立します。

基本方向４ ：基本施策のイメージ（事務局案） 1/2

めざすべき目標像

➢ 重大な児童虐待をはじめあらゆるこどもへの虐待を防ぐため、児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応の仕組みや、虐待を受けたこど
もとその家庭を支える社会的な仕組みが整っている。

➢ さまざまな支援が必要なこども・若者に対し、すべてのライフステージにおいて、支援を必要としているときに、必要な支援が行き届く体制が
整っている。

➢ こども・若者の声を聴き、その権利を保障し、人権や健全な育成環境を社会総がかりで守ることによって、こども・若者が健やかに成長する。
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（３）こどもや若者
が抱える課題を
解決するための
仕組みの充実

施策５ ヤングケアラーへの支援を推進します （ヤングケアラー寄り添い型相談支援事業）

施策６ こども・若者の自殺対策
（思春期関連問題相談事業、思春期健康教育事
業、SNSを活用した児童生徒のための相談窓口開
設、ゲートキーパー養成研修）

施策７ こども・若者が犯罪の被害に遭わないための環境をつくります
市職員による安心パトロール事業、「こども110番
の家」事業、（性被害防止対策）

（４）こども・若者
の健やかな成長
を支える取組の推
進

施策１ 地域における多様な担い手を育成します
地域活動協議会、民生委員・児童委員・主任児童
委員、青少年指導員・青少年福祉委員制度の推
進、子ども会活動の推進、PTAの推進

（５）こどもの権利
を保障する取組
の推進

施策１ すべてのこども・若者の人権が尊重される社会をつくる取組を
推進します

児童養護施設等職員に対する研修、被措置児童
等虐待予防への取組、（こども・若者の声、こども
の権利擁護環境整備事業）

基本方向４ ：基本施策のイメージ（事務局案） 2/2

前ページのつづき
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基本施策 施策 主な取組

（１）身近な地域に
おける子育て当事
者への支援の充実

施策１ 子育て不安を軽減し誰もが安心して子育てできる取組を充
実します

区保健福祉センターにおける相談の充実、地域
子育て支援拠点事業、一時預かり事業（こども
家庭センター、こども誰でも通園制度）

（２）家庭の状況に
応じた子育て支援
の充実

施策１ ひとり親家庭への支援を充実します
ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業、養
育費確保のトータルサポート事業、ひとり親家庭
サポーター事業

（３）子育てや教育・
保育に関する経済
的負担の軽減

施策１ 子育てにかかる経済的負担を軽減します
幼児教育・保育の無償化、児童手当、習い事・塾
代助成、こども医療費助成制度、実費徴収に係
る補足給付事業

（４）こどもや子育て
家庭が安全・安心
で快適に暮らせるま
ちづくり

施策１ こどもや子育て家庭にとって安全・安心で快適な生活環境
を整備します

新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子
補給制度、子育て安心マンション認定制度、民間
住宅への入居支援、住区基幹公園の整備、通学
路等の交通安全対策の推進、公園の遊具等の
点検、防火防災の体験型研修の充実強化

（５）仕事と生活の
調和（ワークライフ
バランス）の推進

施策１ 仕事と子育てをともに選択できる仕組みを充実します

女性活躍リーディングカンパニー認証事業、男女
共同参画センターにおける講座、（働き方改革の
推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促
進）

基本方向5
子育て当事者が、健康で、自己肯定感とゆと
りをもってこどもと向き合えるよう支援します。

自分にあったライフスタイルで、安心と楽しさを感じながら、健康で自己肯定感とゆと
りを持ってこどもに向き合うことができるよう、子育て支援の仕組みや環境を充実し
ます。

基本方向５ ：基本施策のイメージ（事務局案）

めざすべき目標像

➢ 子育て当事者が、経済的な不安や孤立感、過度な使命感や負担感を抱くことなく、自己肯定感とゆとりをもって、安心してこどもと向
き合い、育てることができる。

➢ 家庭内において育児負担が偏ることなく、多様な働き方や生き方を選択できる社会の仕組みが整っている。
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